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江田島市人事行政の運営等の状況 

（江田島市の給与・定員管理等について） 

 

                                    平成 30 年 9 月 

                                    江田島市総務課 

 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 

 (１) 職員の採用状況（平成 28年 4月 2日～29年 4月 1日）          （単位：人） 

試験

区分 
職   種 

受験者数 最終合格者数 採用者数 前年度 

採用者

数 男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計 

高校

卒業

程度 

一般行政 
一般事務 35 14 49 5 3 8 5 3 8 9 

技  師 5 0 5 1 0 1 1 0 1 0 

保   育   士 1 5 6 0 2 2 0 2 2 1 

保  健  師 0 4 4 0 1 1 0 1 1 0 

消 防 吏 員 101 2 103 2 0 2 2 0 2 5 

計 142 21 163 8 6 14 8 6 14 15 

 

 (２) 職員の退職等の状況（平成 28年 4月 1日～29年 4月 1日）   （単位：人） 

区  分 人   数 前年度人数 

定年退職 15 13 

勧奨退職 3 1 

普通退職 3 5 

分限免職 - 4 

懲戒免職 - - 

失  職 - - 

死亡退職 1 - 

退職派遣 - - 

計 22 23 

再任用職員 - - 

 （注）１ 定年退職：地方公務員法（以下「地公法」という。）第 28 条の 2 第 1 項の規定により離職

すること。また，地公法第 28 条の 3第 1項の規定により勤務が延長され，その後離職する場

合も含まれる。 

     ２ 勧奨退職等：任命権者が人事管理上の目的から職員に退職勧奨を行い，これに応じて退職

すること。 

    ３ 普通退職：自己都合により退職すること。 

     ４ 失職：職員が法定の欠格条項（地公法第 16 条各号（第 3号を除く。）に該当する場合で行

政処分によることなく当然に離職するもの）に該当し離職すること。 

     ５ 再任用職員：定年退職者等で再任用された職員（短時間勤務を除く。） 
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 (３) 部門別職員数の状況と主な増減理由               （各年 4月 1日現在） 

        区 

分 

部 門 

職  員  数 対前年度 

増 減 数 
主 な 増 減 理 由 

平成 28年 平成 29年 

一
般
行
政
部
門 

議 会 

総 務 

税 務 

労 働 

民 生 

衛 生 

農林水産 

商 工 

土 木 

  ５ 

 ７５ 

 １５ 

  １ 

 ８３ 

 １４ 

 １６ 

  ５ 

 ２６ 

  ５ 

 ７４ 

 １５ 

  １ 

 ８１ 

 １４ 

 １５ 

  ４ 

 ２５ 

  － 

 ▲１ 

－   

  － 

  ▲２ 

－ 

  ▲１ 

 ▲１ 

   ▲１ 

 

欠員不補充 

 

 

欠員不補充 

 

欠員不補充 

欠員不補充 

欠員不補充 

小  計 ２４０ ２３４ ▲６ 

〈参考〉一般行政 

人口 1万人当たり職員数  97.00人 

（類似団体の同職員数 ― 人） 

特
別
行
政
部
門 

 

教 育 

消 防 

 

 

 ２６ 

 ６５ 

 

 

 ２５ 

 ６５ 

 

 ▲１ 

 - 

欠員不補充 

 

小  計  ９１  ９０  ▲１ 

〈参考〉普通会計 

人口 1万人当たり職員数 134.31人 

（類似団体の同職員数 ― 人） 

公
営
企
業
等
会
計
部
門

等 

 

水 道 

下水道 

他 

 

 １４ 

 １０ 

 １５ 

 １３ 

 １０ 

 １５ 

 ▲１ 

- 

- 

欠員不補充 

 

 

小  計  ３９  ３８ ▲１ 欠員不補充による 

合   計 ３７０ ３６２ ▲ 8  

  （注）１ 職員数は一般職（教育長を除く。）に属する職員数であり，地方公務員の身分を保有する

休職者，派遣職員などを含み，臨時又は非常勤職員を除いている。 

     ２ 類似団体の人口一万人当たり職員数は，明らかになった時点で更新します。 

 

 (４) 職員数の推移                            （単位：人・％） 

年 度 

部門別 
２４年 ２５年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年 

過去５年間の 

増減数（率） 

一般行政 ２５３ ２４７ ２３５ ２３７ ２４０ ２３４ ▲１９(▲ 7.5%) 

教育 ２７ ２７ ２７ ２５ ２６ ２５ ▲ ２(▲ 7.4%) 

消防 ６５ ６５ ６５ ６４ ６５ ６５ ±  ０(± 0.0%) 

普通会計計 ３４５ ３３９ ３２７ ３２６ ３３１ ３２４ ▲２１(▲ 6.1%) 

公営企業等会計計 ５９ ５９ ５４ ５１ ３９ ３８ ▲２１(▲35.6%) 

総合計 ４０４ ３９８ ３８１ ３７７ ３７０ ３６２ ▲４２(▲10.4%) 

 （注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数 
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 (５) 地位別職員数の状況（一般行政職）       （単位：人） 

区 分 職員数 男 性 女 性 

部 長 級  ９  ９ ０ 

課 長 級  ２８  ２４ ４ 

課長補佐級  ２４  １６ ８ 

係 長 級  ５４  ３４ ２０ 

そ の 他  ７９  ５５ ２４ 

計 １９４ １３８ ５６ 

  （注） 平成 29年度定員管理調査における一般行政職の地位別職員数 
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２ 職員の給与の状況 

 

 (１) 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 

 

歳出額 

A 

実質収支 

 

人件費 

B 

人件費率 

（B／A） 
備  考 

28年度 
29.1.1 

24,596人 

千円 

15,421,909 

千円 

365,167 

千円 

3,128,104 

％ 

20.3 

 

 

27年度 
28.1.1 

25,144人 

千円 

14,790,442 

千円 

611,278 

千円 

3,106,539 

％ 

21.0 

 

 

 

 (２) 職員給与費の状況（普通会計予算） 

区 分 
職員数 

 

  A 

給     与     費 １人当たり 

給与費 

（B／A） 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計  B 

29年度 324人 
千円 

1,297,273 

千円 

241,402 

千円 

508,117 

千円 

2,046,792 

千円 

6,147 

28年度 331人 
千円 

1,324,712 

千円 

239,488 

千円 

506,251 

千円 

2,070,451 

千円 

6,126 

  （注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

     ２ 給与費は当初予算に計上された額 

 

 (３) 給与制度の総合的見直しの実施状況について 

給料表の見直しについては，人事院勧告に準拠し，平成 27 年度から平均２％引下げを行った。 

なお，激変緩和のため３年間（平成 30 年３月 31 日まで）の経過措置（現給保障）を実施してい

る。 

 

 (４) 職員の平均給料月額，平均給与月額及び平均年齢の状況（平成 29年 4月 1日現在） 

 

   （注） 「平均給料月額，平均給与月額及び平均年齢」とは，職種ごとの職員に係る給料月額の総 

      額，給与月額の総額及び年齢の総和をそれぞれ当該職員数で除して得た額及び年齢であり，

必ずしも，平均年齢に該当する職員が受ける給料月額又は給与月額の平均が平均給料月額又

は平均給与月額と一致するものではない。 

区 分 

一 般 行 政 職 

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国ベース） 

江田島市 
歳 

43.3 

円 

326,800 

円 

391,020 

円 

352,447 

広島県 
歳 

44.3 

円 

341,948 

円 

424,545 

円 

384,290 

 
   

 

国 歳 

43.6 

円 

330,531 

円 

  － 

円 

410,719 

類似団体 
歳 

- 

円 

 - 

円 

 - 

円 

 - 
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 (５) 一般行政職給料表の状況（平成 29年 4月 1日現在）       （単位：円） 

 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 

１号給の 

給料月額 

 

141,600 

 

191,700 227,900 261,100 287,100 317,700 361,800 

最高号給の 

給料月額 
246,600 303,400 349,200 380,200 395,000 410,400 444,100 

 

 (６) ラスパイレス指数の推移（一般行政職）  

    江田島市の平成 29年のラスパイレス指数は，広島県内 13市中 12位です。 

区  分 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 

江 田 島 市 
103.6 

（95.7） 

104.1 

（96.1） 
96.6 96.9 97.8 97.9 

県内市平均 
107.6 

（99.5） 

108.0 

（99.8） 
99.6 99.3 99.7 99.6 

   （注） ラスパイレス指数とは，国家公務員の給与水準を 100 として，江田島市職員の給与水準を

比較した数字。県内市平均，順位には，広島市を含まない。（ ）内は国減額前の参考値 

 

 (７) 職員の初任給の状況                   （平成 29年 4月 1日現在） 

区   分 

江田島市 国 

決定初任給 
採用２年経過日 

給  料  額 
初 任 給 

採用２年経過日 

給  料  額 

一般行政職 

大学卒 
円 

167,600 

円 

183,300 

円 

178,200 

円 

190,100 

高校卒 
円 

146,100 

円 

154,500 

円 

146,100 

円 

154,500 

 

 (８) 職員の年齢別・学歴別平均給料月額の状況         （平成 29年 4月 1日現在） 

区   分 

経験年数 

10年以上～ 

15年未満 

 

経験年数 

15年以上～ 

20年未満 

経験年数 

20年以上～ 

25年未満 

経験年数 

25年以上～ 

30年未満 

一般行政職 

大学卒 
円 

273,100 

円 

305,500 

円 

356,400 

円 

394,200 

高校卒 
円 

該当者なし 

円 

295,600 

円 

332,500 

 円 

363,600 
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 (９) 一般行政職の級別職員数の状況              （平成 29年 4月 1日現在） 

区   分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 計 

標準的職務内容 
 

主 事 

 

主 事 
主  任 

主任主事 
係 長 課長補佐 課 長 部 長  

職  員  数 
人 

16 

 

人 

18 

 

人 

45 

 

人 

54 

 

人 

24 

 

人 

28 

人 

9 

 

人 

194 

 

構  成  比 
％ 

8.2 

 

％ 

9.3 

 

％ 

23.2 

 

％ 

27.8 

 

％ 

12.4 

 

％ 

14.4 

 

％ 

4.6 

 

％ 

100 

 

参 

考 

1年前の

構成比 

％ 

9.0 

 

％ 

6.0 

 

％ 

25.6 

 

％ 

28.1 

 

％ 

11.1 

 

％ 

16.1 

 

％ 

4.0 

 

％ 

100 

 

2年前の

構成比 

％ 

7.3 

 

％ 

6.3 

 

％ 

35.6 

 

％ 

20.4 

 

％ 

11.0 

 

％ 

15.2 

 

％ 

4.2 

 

％ 

100 

 

 （注）１ 平成 29年度給与実態調査における一般行政職の級別職員数 

    ２ 標準的な職務内容とは，それぞれの級に該当する代表的な職務 

 

 (10) 昇給への勤務成績の反映 

    平成 28年４月から人材育成型人事評価を実施し，昇給等の参考資料とした。  

 

 (11) 職員手当の状況                     （平成 29年 4月 1日現在） 

区 分 江 田 島 市 国 

 

 

 

期末手当 

 

 

勤勉手当 

 期末手当 勤勉手当  期末手当 勤勉手当 

6月期 
1.225月分 

（0.65）月分 

0.85月分 

(0.400）月分 
6月期 

1.225月分 

（0.65）月分 

0.85月分 

(0.400）月分 

12月期 
1.375月分 

（0.80）月分 

0.85月分

(0.400）月分 
12月期 

1.375月分 

（0.80）月分 

0.85月分

(0.400）月分 

計 
2.60月分 1.70月分 

計 
2.60月分 1.70月分 

（1.45）月分 （0.8）月分 （1.45）月分 （0.8）月分 

職制上の段階，職務の級等による加算措置  

  役職加算  5～12％ 

職制上の段階，職務の級等による加算措置  

  役職加算  5～20％ 

  管理職加算 10～25％ 

退職手当 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20年 20.445月分 25.55625月分 勤続 20年 20.445月分 25.55625月分 

勤続 25年 29.145月分 34.5825月分 勤続 25年 29.145月分 34.5825月分 

勤続 35年 41.325月分 49.59月分 勤続 35年 41.325月分 49.59月分 

最高限度額 49.59月分 49.59月分 最高限度額 49.59月分 49.59月分 

その他の 

加算措置 
 

定年前早期退

職特例措置（2

～20％加算） 

その他の 

加算措置 
 

定年前早期退

職特例措置（2

～20％加算） 

  （注） 期末勤勉手当の（  ）内は，再任用職員に係る支給割合 
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地域手当 

28年４月 

１日現在 

支 給 対 象 地 域 広島市 

支    給    率 
％ 

    ７．００ 

支 給 対 象 職 員 数 
人 

       ３ 

国の 制度（支給率 ） 
％ 

     １０．０ 

支給対象職員 1人当たり平均支

給年額（28年度決算） 

円 

２７０，０００ 

  （注） 地域手当：県などへの派遣職員に支給 

 

特殊勤務 

手  当 

 

（28年度） 

区       分 全    職    種 

職員全体に占める手当支給職員の割合 １６．４  ％ 

支給職員１人当たり平均支給年額 ６０，０００  円 

手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ） １５ 種類 

代表的な手当の名称 

支給額の多い手当 
前処理センターに勤務する職員の特殊勤務手当 

月額 １３，０００円 

多くの職員に支給 

されている手当 

死亡獣畜等の処理作業に従事する職員の特殊

勤務手当 

１体 ５００円 

時 間 外 

勤務手当 

28 年 度 
支給総額（普通会計決算額） １０２，０４３  千円 

職員 1人当たり支給年額 ３１５  千円 

27 年 度 
支給総額（普通会計決算額） ８９，５７４  千円 

職員 1人当たり支給年額 ２７１  千円 

 

                                （平成 29年 4月 1日現在） 

区 分 内      容 国の制度との異同 備 考 

扶養手当 

配偶者 10,000円 

子    8,000円 

配偶者なしの場合１人目 10,000円 

16～22歳は１人につき 5,000円加算 

その他  6,500円 

（配偶者及び子なしの場合１人目 9,000円） 

同じ  

住居手当 借家 27,000円以内（家賃によって支給額が異なる） 同じ  

通勤手当 

交通機関利用者 55,000円以内 

自家用車を利用する者 

片道 ２km～５km未満 2,000円 ５km～10km未満 4,100円 

片道 10km～15km未満 6,500円  15km～20km未満 8,900円 

片道 20km～25km未満 11,300円 25km～30km未満 13,700円 

片道 30km～35km未満 16,100円 35km～40km未満 18,500円 

片道 40km～45km未満 20,900円 45km～50km未満 21,800円 

片道 50km～55km未満 22,700円 55km～60km未満 23,600円 

片道 60km以上 24,500円 

同じ  
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 (12) 特別職の報酬等の状況                （平成 29年 4月 1日現在） 

区     分 給 料 月 額 等 

給 

料 

市 長 

副市長 

教育長 

８２０，０００円 

７００，０００円 

６２０，０００円 

報 

酬 

議 長 

副議長 

議 員 

４１０，０００円 

３５５，０００円 

３２５，０００円 

期 

末 

手 

当 

 

市 長 

副市長 

教育長 

（２８年度支給割合） 

  ６月期           ２．０２５ 

 １２月期           ２．２７５ 

   計            ４．３００ 

 

月分 

月分 

月分 

 

議 長 

副議長 

議 員 

（２８年度支給割合） 

  ６月期           ２．０２５ 

 １２月期           ２．２７５ 

   計            ４．３００ 

 

月分 

月分 

月分 

退
職
手
当 

 

市 長 

副市長 

教育長 

 （算定方式）    （１期の手当額）  （支給時期） 

月額報酬×年数×5.0   16,400,000円    任期ごと 

月額報酬×年数×3.0    8,400,000円    任期ごと 

月額報酬×年数×2.5    6,200,000円    任期ごと 

 （注）１ 給料及び報酬の（ ）内は，減額措置を行う前の金額 

    ２ 退職手当の「１期の手当額」は，４月１日現在の給料月額及び支給率に基づいて， 

     １期（4 年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額 
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３ 公営企業職員の状況 

 

 (１) 水道事業 

   ア 職員給与費の状況 

    (ア) 決算 

区 分 
総 費 用 

A 

純損益又は 

実質収支 

 

職員給与費 

B 

総費用に占める 

職員給与費比率 

（B／A） 

28年度 
千円 

664,085 

      千円 

150,569 

千円 

126,809 

％ 

19.8 

27年度 
千円 

624,007 

      千円 

201,953 

千円 

126,809 

％ 

19.8 

 

    (イ) 予算 

区 分 
職員数 

 

  A 

給     与     費 １人当たり 

給与費 

（B／A） 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計  B 

29年度 14人 
千円 

60,615 

千円 

13,790 

千円 

24,621 

千円 

99,026 

千円 

7,073 

28年度 17人 
千円 

71,416 

千円 

14,249 

千円 

28,311 

千円 

113,976 

千円 

6,704 

  （注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

     ２ 給与費は当初予算に計上された額 

 

   イ 職員の平均給料月額，平均給与月額及び平均年齢の状況（平成 29年 4月 1日現在） 

区  分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

江田島市（一般行政職） 
円 

326,800 

円 

391,020 

歳 

43.3 

水 道 事 業 
円 

333,407 

円 

376,059 

歳 

48.2 

 （注） 「平均給料月額，平均給与月額及び平均年齢」とは，職員に係る給料月額の総額，給与月額の

総額及び年齢の総和を職員数で除して得た額及び年齢であり，必ずしも，平均年齢に該当する職

員が受ける給料月額又は給与月額の平均が平均給料月額又は平均給与月額と一致するものでは

ない。 

 

   ウ 職員の初任給の状況（平成 29年 4月 1日現在） 

区   分 決定初任給 
採用２年経過日 

給  料  額 

大 学 卒 
円 

167,600 

円 

183,300 

高 校 卒 
円 

146,100 

円 

154,500 
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   エ 級別職員数の状況（平成 29年 4月 1日現在） 

区   分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 計 

標準的職務内容 
 

主 事 

 

主 事 
主  任 

主任主事 
係 長 課長補佐 課 長 局 長  

職  員  数 
人 

0 

 

人 

1 

 

人 

2 

 

人 

4 

 

人 

2 

 

人 

3 

人 

1 

 

人 

13 

 

構  成  比 
％ 

0.0 

 

％ 

7.7 

 

％ 

15.4 

 

％ 

30.8 

 

％ 

15.4 

 

％ 

23.0 

％ 

7.7 

 

％ 

100 

 

参
考 

1年前の

構成比 

％ 

0.0 

 

％ 

7.1 

 

％ 

21.4 

 

％ 

28.7 

 

％ 

21.4 

 

％ 

14.3 

 

％ 

7.1 

％ 

100 

 

2年前の

構成比 

％ 

0.0 

 

％ 

0.0 

 

％ 

50.0 

 

％ 

7.1 

 

％ 

21.5 

 

％ 

14.3 

 

％ 

7.1 

％ 

100 

 

 （注）１ 江田島市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数 

    ２ 標準的な職務内容とは，それぞれの級に該当する代表的な職務 

 

   オ 職員手当の状況                    （平成 29年 4月 1日現在） 

区 分 江 田 島 市 国 

 

 

 

期末手当 

 

 

勤勉手当 

 期末手当 勤勉手当  期末手当 勤勉手当 

6月期 
1.225月分 

（0.65）月分 

0.85月分 

(0.400）月分 
6月期 

1.225月分 

（0.65）月分 

0.85月分 

(0.400）月分 

12月期 
1.375月分 

（0.80）月分 

0.85月分

(0.400）月分 
12月期 

1.375月分 

（0.80）月分 

0.85月分

(0.400）月分 

計 
2.60月分 1.70月分 

計 
2.60月分 1.70月分 

（1.45）月分 （0.8）月分 （1.45）月分 （0.8）月分 

職制上の段階，職務の級等による加算措置  

  役職加算  5～12％ 

職制上の段階，職務の級等による加算措置  

  役職加算  5～20％ 

  管理職加算 10～25％ 

退職手当 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20年 20.445月分 25.55625月分 勤続 20年 20.445月分 25.55625月分 

勤続 25年 29.145月分 34.5825月分 勤続 25年 29.145月分 34.5825月分 

勤続 35年 41.325月分 49.59月分 勤続 35年 41.325月分 49.59月分 

最高限度額 49.59月分 49.59月分 最高限度額 49.59月分 49.59月分 

その他の 

加算措置 
 

定年前早期退

職特例措置（2

～20％加算） 

その他の 

加算措置 
 

定年前早期退

職特例措置（2

～20％加算） 

 （注） 期末勤勉手当の（  ）内は，再任用職員に係る支給割合 
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特殊勤務 

手  当 

 

（28年度） 

区     分 水 道 事 業 

職員全体に占める手当支給職員の割合 ０  ％ 

支給職員１人当たり平均支給年額 ０  円 

手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ） ３ 種類 

手当の名称 

滞納整理 

水道料金滞納整理及び停水業務に従事する職

員の特殊勤務手当 

従事した日１日につき ５００円 

停水業務 

停水業務に従事する職員の特殊勤務手当 

 

従事した日１日につき ５００円 

塩素取替 

塩素取替作業に従事する職員の特殊勤務手当 

 

取替作業１回につき  ５００円 

時 間 外 

勤務手当 

28年 度 
支 給 総 額 １，９３４  千円 

職員 1人当たり支給年額 １３８  千円 

27年 度 
支 給 総 額 １，３６０  千円 

職員 1人当たり支給年額 ９３  千円 

 

                                （平成 29年 4月 1日現在） 

区 分 内      容 国の制度との異同 備 考 

扶養手当 

配偶者 10,000円 

子    8,000円 

配偶者なしの場合１人目 10,000円 

16～22歳は１人につき 5,000円加算 

その他  6,500円 

（配偶者及び子なしの場合１人目 9,000円） 

同じ  

住居手当 借家 27,000円以内（家賃によって支給額が異なる） 同じ  

通勤手当 

交通機関利用者 55,000円以内 

自家用車を利用する者 

片道 ２km～５km未満 2,000円 ５km～10km未満 4,100円 

片道 10km～15km未満 6,500円  15km～20km未満 8,900円 

片道 20km～25km未満 11,300円 25km～30km未満 13,700円 

片道 30km～35km未満 16,100円 35km～40km未満 18,500円 

片道 40km～45km未満 20,900円 45km～50km未満 21,800円 

片道 50km～55km未満 22,700円 55km～60km未満 23,600円 

片道 60km以上 24,500円 

同じ  

 



 12 

 (２) 下水道事業 

   ア 職員給与費の状況 

    (ア) 決算 

区 分 
総 費 用 

A 

純損益又は 

実質収支 

 

職員給与費 

B 

総費用に占める 

職員給与費比率 

（B／A） 

28年度 
千円 

1,055,654 

千円 

0 

千円 

78,221 

％ 

7.4 

27年度 
千円 

1,089,238 

千円 

0 

千円 

77,845 

％ 

7.1 

 

    (イ) 予算 

区 分 
職員数 

 

  A 

給     与     費 １人当たり 

給与費 

（B／A） 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計  B 

29年度 10人 
千円 

42,407 

千円 

7,633 

千円 

17,104 

千円 

67,144 

千円 

6,714 

28年度 10人 
千円 

41,027 

千円 

5,487 

千円 

15,993 

千円 

62,507 

千円 

6,272 

  （注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

     ２ 給与費は当初予算に計上された額 

 

   イ 職員の平均給料月額，平均給与月額及び平均年齢の状況（平成 29年 4月 1日現在） 

区  分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

江田島市（一般行政職） 
円 

326,800 

円 

391,020 

歳 

43.3 

下 水 道 事 業 
円 

346,520 

円 

381,762 

歳 

45.3 

 （注） 「平均給料月額，平均給与月額及び平均年齢」とは，職員に係る給料月額の総額，給与月額の

総額及び年齢の総和を職員数で除して得た額及び年齢であり，必ずしも，平均年齢に該当する職

員が受ける給料月額又は給与月額の平均が平均給料月額又は平均給与月額と一致するものでは

ない。 

 

   ウ 職員の初任給の状況      （平成 29年 4月 1日現在） 

区   分 決定初任給 
採用２年経過日 

給  料  額 

大 学 卒 
円 

167,600 

円 

183,300 

高 校 卒 
円 

146,100 

円 

154,500 
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   エ 級別職員数の状況                   （平成 29年 4月 1日現在） 

区   分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 計 

標準的職務内容 
 

主 事 

 

主 事 
主  任 

主任主事 
係 長 課長補佐 課 長 局 長  

職  員  数 
人 

0 

 

人 

0 

 

人 

2 

 

人 

6 

 

人 

1 

 

人 

1 

人 

0 

 

人 

9 

 

構  成  比 
％ 

0.0 

 

％ 

0.0 

 

％ 

20.0 

 

％ 

 60.0 

 

％ 

10.0 

 

％ 

10.0 

 

％ 

0.0 

 

％ 

100 

 

参
考 

1年前の

構成比 

％ 

0.0 

 

％ 

0.0 

 

％ 

30.0 

 

％ 

40.0 

 

％ 

10.0 

 

％ 

20.0 

 

％ 

0.0 

 

 

％ 

100 

 

2年前の

構成比 

％ 

0.0 

 

％ 

0.0 

 

％ 

44.5 

 

％ 

 22.2 

 

％ 

22.2 

 

％ 

11.1 

 

％ 

0.0 

 

％ 

100 

 

 （注）１ 江田島市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数 

    ２ 標準的な職務内容とは，それぞれの級に該当する代表的な職務 

 

   オ 職員手当の状況                    （平成 29年 4月 1日現在） 

区 分 江 田 島 市 国 

 

 

 

期末手当 

 

 

勤勉手当 

 期末手当 勤勉手当  期末手当 勤勉手当 

6月期 
1.225月分 

（0.65）月分 

0.85月分 

(0.400）月分 
6月期 

1.225月分 

（0.65）月分 

0.85月分 

(0.400）月分 

12月期 
1.375月分 

（0.80）月分 

0.85月分

(0.400）月分 
12月期 

1.375月分 

（0.80）月分 

0.85月分

(0.400）月分 

計 
2.60月分 1.70月分 

計 
2.60月分 1.70月分 

（1.45）月分 （0.8）月分 （1.45）月分 （0.8）月分 

職制上の段階，職務の級等による加算措置  

  役職加算  5～12％ 

職制上の段階，職務の級等による加算措置  

  役職加算  5～20％ 

  管理職加算 10～25％ 

退職手当 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20年 20.445月分 25.55625月分 勤続 20年 20.445月分 25.55625月分 

勤続 25年 29.145月分 34.5825月分 勤続 25年 29.145月分 34.5825月分 

勤続 35年 41.325月分 49.59月分 勤続 35年 41.325月分 49.59月分 

最高限度額 49.59月分 49.59月分 最高限度額 49.59月分 49.59月分 

その他の 

加算措置 
 

定年前早期退

職特例措置（2

～20％加算） 

その他の 

加算措置 
 

定年前早期退

職特例措置（2

～20％加算） 

 （注） 期末勤勉手当の（  ）内は，再任用職員に係る支給割合 
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特殊勤務 

手  当 

 

（28年度） 

区     分 下 水 道 事 業 

職員全体に占める手当支給職員の割合 ０  ％ 

支給職員１人当たり平均支給年額 ０  円 

手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ） ０ 種類 

手   当   の   名   称 ― 

時 間 外 

勤務手当 

28年 度 
支 給 総 額 １，５１２  千円 

職員 1人当たり支給年額 １６８  千円 

27年 度 
支 給 総 額 ８８１  千円 

職員 1人当たり支給年額 １１０  千円 

 

                               （平成 29年 4月 1日現在） 

区 分 内      容 国の制度との異同 備 考 

扶養手当 

配偶者 10,000円 

子    8,000円 

配偶者なしの場合１人目 10,000円 

16～22歳は１人につき 5,000円加算 

その他  6,500円 

（配偶者及び子なしの場合１人目 9,000円） 

同じ  

住居手当 借家 27,000円以内（家賃によって支給額が異なる） 同じ  

通勤手当 

交通機関利用者 55,000円以内 

自家用車を利用する者 

片道 ２km～５km未満 2,000円 ５km～10km未満 4,100円 

片道 10km～15km未満 6,500円  15km～20km未満 8,900円 

片道 20km～25km未満 11,300円 25km～30km未満 13,700円 

片道 30km～35km未満 16,100円 35km～40km未満 18,500円 

片道 40km～45km未満 20,900円 45km～50km未満 21,800円 

片道 50km～55km未満 22,700円 55km～60km未満 23,600円 

片道 60km以上 24,500円 

同じ  

 



 15 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

 (１) 職員の勤務時間（一般職の標準的なものを記入）      （平成 29年 4月 1日現在） 

１週間の 

勤務時間 
開始時刻 終了時刻 休憩時間 

備    考 

（時差通勤等を実施している場合

は，その内容を簡潔に記入する） 

 

 

38時間 45分 

 

 

8：30 

 

 

17：15 

分 

 

60 
 

 

 (２) 年次有給休暇の取得状況（28年 1月 1日～28年 12月 31日） 

総付与日数 

Ａ 

総使用日数 

Ｂ 

対象職員数 

Ｃ 

平均使用日数 

Ｂ/Ｃ 日 

取得率 

Ｂ/Ａ ％ 

7,078 1,597 181 8.8 22.6 

  （注） 「対象職員数」は，非現業の一般職に属する職員のうち，市長部局に勤務する職員 

      数で，通年在職した職員（育児休業者などを除く。）の数 

 

 (３) 時間外勤務及び休日勤務等の状況（28年 4月 1日～29年 3月 31日） 

時間外・休日勤務総時間数 

Ａ 
対象職員数 

実支給総人員数 

（手当を支給した延べ人

数）Ｂ 

職員一人当たりの時間外・休日勤務 

月平均時間数    Ａ/Ｂ 

47,659 327 3,004 15.9 

  （注）１ 「時間外・休日勤務総時間数」は，当該年度中の時間外勤務等の総時間数 

     ２ 「対象職員数」は，管理職，企業職員を除く全職員数 

 

 (４) 特別休暇等の状況（平成 29年 4月 1日現在） 

休 暇 の 種 類 
付与日数 

・期間等 

有給・無給 

の別 

国の制度

との異同 

国の制度と

異なる内容 

特 
 

別 
 

休 
 

暇 
職員が選挙権その他公民と

しての権利を行使する場合 
必要と認められる期間 有給 同  

職員が証人等として官公署

等へ出頭する場合 
必要と認められる期間 有給 同  

諸官庁の事務の全部又は一

部の停止の場合 
必要と認められる期間 有給 異 国は制度無 

職員が骨髄移植のための骨

髄液の提供者となる場合 
必要と認められる期間 有給 同  

職員が次の災害，福祉に関す

るボランティア活動を行う

場合 

ア 被災地等における被災

者を支援する活動 

イ 身体障害者療護施設，特

別養護老人ホーム等に

おける活動 

ウ ア，イ以外の障害者等の

日常生活を支援する活

動 

一の年において５日の範囲

内の期間 
有給 同  

職員が結婚する場合 

市長が定める期間内におけ

る連続する５日の範囲内の

期間 

有給 同  

女子職員が６週間以内に出

産する場合 

出産の日までの申し出た期

間 
有給 同  
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女子職員が出産した場合 
出産の日の翌日から８週間

を経過する日までの期間 
有給 同  

妊娠中又は出産後１年以内

に保健指導，健康診査を受け

る場合 

妊娠満 23 週までは４週間に

１回，妊娠満 24週～満 35週

までは２週間に１回，妊娠満

36 週から出産までは１週間

に 1回，産後１年まではその

間に１回（医師等の特別の指

示があった場合は指示され

た回数）とし，その都度必要

と認められる時間 

有給 異 国は制度無 

妊娠中の女子職員の通勤緩

和の場合 

正規の勤務時間の始め又は

終わりにおいて，１日につき

１時間を越えない範囲内で

必要と認められる時間 

有給 異 国は制度無 

女子職員の生理の場合 

２日を超えない範囲内にお

いてその都度必要と認めら

れる期間 

有給 異 国は制度無 

職員が生後１年に達しない

子を育てる場合 

１日２回それぞれ３０分以

内の期間 
有給 同  

職員の妻が出産する場合 
市長が定める期間内におけ

る２日の範囲内の期間 
有給 同  

職員の妻が出産する場合，そ

の出産予定日の６週間前か

ら出産の日後８週間を経過

するまでの期間に，小学校就

学前の子を養育する場合 

当該期間内における５日の

範囲内の期間 
有給 同  

職員の養育する小学校就学

前の子の看護をする場合 

一の年において５日の範囲

内の期間（2人以上は 10日） 
有給 同  

短期介護休暇 
一の年において５日の範囲

内の期間（2人以上は 11日） 
有給 同  

職員の親族が死亡した場合 
親族の種類に応じた日数の

範囲内の期間 
有給 同  

父母を追悼する場合 １日の範囲内の期間 有給 同  

夏季における健康の維持及

び増進等の場合 

一の年の 7月から９月までの

期間内における原則として

連続する３日の範囲内の期

間 

有給 同  

現住居の滅失，損壊の場合 ７日の範囲内の期間 有給 同  

災害，交通機関の事故等によ

り出勤が困難な場合 
必要と認められる期間 有給 同  

災害時において退勤途上の

危険を回避する場合 
必要と認められる期間 有給 同  

職

務

専

念

義

務

免

除 

研修を受ける場合 必要と認められる期間 有給 

  

厚生に関する計画の実施に

参加する場合 
必要と認められる期間 有給 

必要と認められる団体の役

員又は職員の地位を兼ね，そ

の事務に従事する場合 

必要と認められる期間 有給 

学校等からの委嘱を受けて，

講義等を行う場合 
必要と認められる期間 有給 

職務に関係のある試験又は

選考を受ける場合 
必要と認められる期間 有給 

夏期休暇の場合 

一の年の７月から９月まで

の期間内における２日の範

囲内の期間 

有給 

健康診査及び人間ドックを

受ける場合 
必要と認められる期間 有給 

 （注） 「特別休暇等」とは，特別休暇及び職務専念義務免除で制度化されているもの。 
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５ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

 (１) 分限処分者数（28年 4月 1日～29年 3月 31日）             （単位：人） 

区    分 降任 免職 休職 降給 合計 

勤務実績が良くない場合 
地公法第 28条 

第１項第１号 
     

心身の故障の場合 

地公法第 28条 

第１項第 2号 

第 2項第 1号 

  7  7 

職に必要な適格性を欠く場合 
地公法第 28条 

第１項第 3号 
     

職制，定数の改廃，予算の減少によ

り廃職，過員を生じた場合 

地公法第 28条 

第１項第 4号 
     

刑事事件に関し起訴された場合 
地公法第 28条 

第 2項第 2号 
     

条例で定めた事由による場合 
地公法第 27条 

第２項 
     

計   7  7 

 

 (２) 懲戒処分者数（28年 4月 1日～29年 3月 31日）           （単位：人） 

区    分 戒告 減給 停職 免職 合計 訓告等 

法令に違反した場合 
地公法第 29条 

第１項第１号 
 1   1 1 

職務上の義務に違反し又は職

務を怠った場合 

地公法第 29条 

第１項第 2号 
      

全体の奉仕者たるにふさわし

くない非行のあった場合 

地公法第 29条 

第１項第 3号 
     1 

計  1   1 2 

 （注） 「訓告等」とは，事件当事者又は監督者に対して訓告，厳重注意などの実質的な制裁を伴わな

い矯正措置をいう。 
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６ 職員の服務の状況 

 

 (１) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（以下「派遣法」という。） 

   に基づく派遣の状況 

                            （平成 28年 4月 1日現在） 

派遣形態 

根  拠 
法 人 名 

派遣職員数（人） 

役員 職員 合計 

 

職

員

派

遣 

 

民法法人 

派遣法第 2条第 1号 
      

一般地方独立行政法人 

派遣法第 2条第 2号 
    

特別の法律で設立された法人 

派遣法第 2条第 3号 
    

地方自治法に基づく連合組織 

派遣法第 2条第 4号 

市長会    

議長会    

小 計     

退

職

派

遣 

特定法人 

派遣法第 10条 
    

小 計     

合  計      0 

 

 (２) 営利企業等の従事許可の状況（地方公務員法第３８条関係） 

                  （28年 4月 1日～29年 3月 31日）  

区 分 人（件） 備   考 

許可人数 

（または許可件数） 

１ 

（１） 
農業 

（注） 営利企業等の従事許可の状況とは，営利企業及びその他の団体の役員等への就任・従事すること，

自ら営利を目的とする企業を営むこと等をいう。 
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７ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

 

 (１) 職員の研修の状況 

   ア 研修に関する基本方針の策定（地方公務員法第 39条第 2項） 

策定の有無 策定時期 

有 平成２１年６月 

 

   イ 研修の実施状況（28年 4月 1日～29年 3月 31日）     延べ人数 

機関別研修 参加者数 
前 年 度 

参加者数 
備  考 

広島県自治総合研修センター 
１４３人 １３０人  

市町村アカデミー等 ９人 １６人  

独自研修 ９２９人 １，２１７人 市独自の研修 

計 １，０８１人 １，３６３人  

 

 (２) 職員の勤務成績の評定の状況（地方公務員法第 40条） 

    （28年 4月 1日～29年 3月 31日） 

   ア 勤務評定の実施状況 

実施の有無 導入（予定）時期 

無 平成 28年 4月 

 

   イ 勤務評定の活用分野 

活 用 区 分 活 用 未活用 

任用管理 

昇任・昇格 ○  

配置転換 ○  

降任・免職  ○ 

人材育成 ○  

給与上の処遇 

特別昇給  ○ 

普通昇給  ○ 

勤勉手当  ○ 

 

ウ 実施している勤務評定の概要 

 

  目標設定・自己評価・本人開示等による人材育成型人事評価を実施している。 

  任用管理における参考資料として活用している。 

     

 



 20 

８ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

     

 (１) 職員の健康診断等の状況（28年度実績） 

区    分 受診者数 内 容 等 

定期健康診断 ２０人 市が実施する定期健診 

短期人間ドック ３３３人 
医療機関が実施する健診（広島県市町村職員共済組合，広島県

市町村職員互助会から費用の一部を助成） 

 

 (２) 公務災害の発生状況（28年度実績） 

区  分 公務災害 通勤災害 

平成２８年度 
      件 

１ 

       件 

１ 

 

 

９ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

 

区 分 

28.3.31現在 

継続件数 

A 

28.4.1～29.3.31の

措置要求の件数 

B 

28.4.1～29.3.31の

終結件数 

C 

29.3.31現在 

継続件数 

（A+B－C） 

給  与     

旅  費     

勤務時間     

休  暇  
 

  

執務環境     

厚生福利     

転  任     

任  用     

そ の 他     

合 計     

 

 

 

 

該当なし 
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１０ 不利益処分に関する不服申立ての状況 

 

区 分 

28.3.31現在 

継続件数 

A 

28.4.1～29.3.31の

不服申立ての件数 

B 

28.4.1～29.3.31の

終結件数 

C 

29.3.31現在 

継続件数 

（A+B-C） 

分

限

処

分 

降給     

降任     

休職 
 

   

免職     

懲

戒

処

分 

戒告     

減給     

停職     

免職     

転 任     

その他     

合 計     

 

 

該当なし 


